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ライト４（フォー）運動にご協力ください
・車の運転手は午後４時になったら、ライトを点灯しまし

ょう。

・対向車がない場合はハイビームにして、こまめに切り

替えをしましょう。

・自転車も車と同様にライトを点灯させましょう。

・歩行者は反射材を身に着け、車の運転手に気付いて貰

えるようにしましょう。

※ヘッドライトが下向きの照射距離は４０メートルで

すが、上向きにすると照射距離が１００メートルまで

伸びます、ハイビームを有効活用し安全運転に努めま

しょう

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺、特殊詐欺被害が増加しています！～
・「必ず儲かる」「あなただけ特別」「無料投資教室」は投資詐欺！

・「2人の未来に投資を」「結婚に向けてお金を増やそう」はロマンス詐欺！

・甘い言葉の無料広告や、著名人の投資教室、投資アプリへの勧誘は
ＳＮＳ型投資・ ロマンス詐欺の典型例です！

・「絶対に儲かる話」はありませんので御注意を！
～特殊詐欺にも引き続き注意してください ～

・警察や金融機関を名乗り

「貴方の口座が被害にあった」

「キャッシュカードを預かる」

といった電話には要注意！

・電話で、お金や口座、キャッシュカード、未払い料金と

いった言葉が出たら、すぐに詐欺を疑ってください。

～自転車の安全運転を～
★暗くなったら必ずライトを点灯させましょう★

宇都宮市では自転車の夜間無灯火は道路交通法違反で「５万円以下

の罰金」の対象であり、無灯火はドライバーから見えにくく事故に

つながりやすいため、夜間は必ずライトを点灯し、反射材も利用し

ましょう。


